
しようきょだ

よって差傾五IH'lの計算をする。

(2) 旅客の所持する原乗車券 ・ 寝台券が， 'J，~引旅客運賃 ・ 料

金によるものであってその割引が采換える上級等級に対しでも

適用されるものであるときは， その衆j央区間に対する下級の相

当旅客述fi. 寝台料金を常通旅客五m. 寝台料金として計算す

る。またl京采111券類が免税の旅客巡r'( .料金による i場合も同じ

である。

(3) 旅客の請求した乗換区間の差官~fi巡 í'tよりも，以遠の駅ま

での采換とみなして計算したほうが，旅客の支払う差古賀旅客運

r'(が低廉となるときは， その低僚となる綴によって計算するこ

とができる。

(4) 差額旅客巡賃 ・ 料金計算の場合に使用するキロ程は，突

際乗換区間のキロ程にかかわらず， ffi温来事券 ・ 急行券発売の

際に使用するキロ程による。

8 発行乗車券類

原来事券類を回収して， べつに111内ネiIì充券または特殊補充券

を発行交付するこ と を原則 とするが， 従事区間の一郎または特

定の線区では， Jポ衆車券類を回収せずに旅客が所拘し ， *1央区

間に対して采j奥肝jの乗車券類(特殊様式の車内有Iì充券 ・ 111内乗

換券 ・ 船内梁侠券)を発行交付して併用使用と す る。ー」極類

変更(来車券類の) 0 (平林喜三造)

しようき ょ だくひん 使用許諾品 工事を請負わせる場合に，

注文者が請負者に対して， その工llfを施行するに必嬰な特定の

物(機械 ・ 岩号具)を貸与し，使用 させるもの(別名貸与品)。 使

用許諾品は注文者が所有すると ころの機械 ・ 恭兵であって， 注

文した工事施行にのみ使用させるもので，所有権を諮負者に移

すのではない。工事施行期間中占有権を請負者に移すものであ

るから ， 目的終了後は注文者に返巡しなければならない。国鉄

工事前負契約出郷 26 ・ 28 条にはし本工事に裂する機械または総

具は， 乙(訪i負者)の訪求ある と きは111\料にてその使用を許諾す

ベし。 ただし核物品の運送'1'l.ならびに修繕'1'l.は乙の負担と す。

前項の物品使用上より生ずる損密ーは甲(国鉄)においてその貨に

任ぜずJとあり ， また L物品は乙において善良なる注意をもっ

て保管使用し，その毅損(きそん)または滅失したるものがある

ときは，代品もしく は甲の指定する代lilliを もって弁償すベし。

ただし甲の貨に帰すべき事由ならびに不可抗力に起因するもの

はこの限りにあらず1 と なっている。(修田安衛)

しょうけんのうふ 証券納付 (国鉄会計) 国鉄に対する依務

者(納入)が，現金によるこ とな し小切手 ・ 郵便為替詰H!} また

は郵使板稼貯金払 lil IDE諮をもって納付することをいう(日本国

有鉄道会計規程第 60 条)。

国鉄の収入金は原則として現金をもって収納されることとな

っているが， 現金に代るべき証券でこれを納付できる特例が認

められている。しかしながらこの特例は納入の使宜のため認め

られたものであるから，一般に現金に代わり得る確突な証券に

限られ，また駅 ・ 区 ・ 自動車 ・ 紛舶などにおいて直ちに収納す

ることができる収入金については，と くにその極目を制限して，

不測の損容の発生をあらかじめ防止しておく必援がある。なお

鉦券が納付されたときは閤欽の収入となるが， それが現金化さ

れなかったときは，収入がなかったものとして取扱われるもの

である。

国鉄において， 証券をもって受領することができる収入金の

極類はつぎのとおりである。

(1) 日本国有鉄道支払請求岳または収納伝票を発行したもの。

(2) 駅 ・ 自動車営業所な どの現業後|刻の現金出納只において，

直ちに収納するもののうち， つぎのもの。

ア 定期旅客運賃

イ 貨物巡氏 ・ 料金および運送付千店街'l'UfJ

ウ ft nlî 料

エ 荷物引担晃代金

オ 初iH設所および公認小荷物故所の収入納付金

カ ill失物法(l9J 治 32 年法律第 87 号)にもとづき，国鉄の所

有に仰した還付金

キ 入札保証金 ・ 契約保証金その他の担保金

国鉄において現金に代り受領するこ とができる証券の種類は

つぎのとおりであるが， その券関金額が収入金制1を超過しない

ものにかぎっ ている。しかしながら， 支払保証小切手の場合で

あ っ て ， その趨i箇傾が僅少なときは， 券蘭金額が収入金綴をこ

えても受領することとなっている。

川無記名式または毘名式持参入払の小切手であって， つぎ

のアからウまでの 1 に該当し， その支払湯所が預託をする日本

銀行の所在地内， またはその所在地にある手形交換所の加1 Jl!l.銀

行であるもの。

ア 国または公社主事( 日本銀行の公社等J'J1託金取扱規程第 1

条)の仮り出したものにあっては， その仮出日から 1 年を経過

しないもの。

イ 銀行が自店を支払人として振り出したもの。

ウ アおよびイ に掲げるもののほか， その券関金額が l 万円

未満のもの， またはその金額が l 万円以上で銀行の支払保証が

あるもの。

(2) 郵便通常為替言iH!}もしくは郵便版稼貯金払出証訟であっ

て， 国鉄を受取人に指定したも の。

(3) 郵便小為替証由であって， 国鉄を受取人に指定 したも の

または受取人の指定がないもの。

なお支払則の到達した鉄道債券の幸11札については，目下のと

ころ撚税対象となっているので，証券の極類に加えられていな

い。(渡辺耕一)

じ よう こうさんいしきしんごうき上向 3 位式信号後 (英)

upper quadrant three p08ition signal 腕木式自 E訪問答(へ

いそく)信号後で， 腕木が水平 ・ 左上向 45 0 ・ 丞直の 3 位置2によ
り(夜間は赤 ・ 燈Z電 ・ 緑の灯色)停止 ・ f主n ・ 進行の信号現示を

するもの。-

わが国においては大正 10 、
年初めて東海道線搬浜 ・ 大船 ) 

聞に設備され，その後幹線の 司

自動区間に?f及されたが， 信 1 
号ゐ機がだんだん色灯化される

におよんで姿を消し，現在で

は筑~~~l!に数主主残っている。

この信号僚は腕木が停止位

訟の場合は， 腕木と腕金物の

重力によって水平位置1にある 1 上向 3 位式信号峨

が， 上向に動作するには電動機を用いて， 街JI1装置により減速

の上， i百号腕の回転判lに伝える。

lIl lfdJ般の端子111圧は 1l0V， 電流は 3-5Aである。信号腕が

注意または進行信号の位置にある問， 1ü動機にm流を流して置

くことは不経済であり，また徒動僚を焼H1するから回路市iJ御総

を設けて， 所要の位1ì1に来た場合電動機回路をi虚(しゃ ) 断する。

この回路制御Riiは信号腕と ともに回転し ， mjfi}J ~襲回路をIml持lす

るのみならず保持回路も隙成し， 腕木を所要の位位に保持する。

上向 3 位式の滋構には 2 種類ある。いずれも米国製で U開

会社の T，型と GRS 会社の 2 A 型がある。
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